
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

ライトハウス・パワーポスト（給電設備） 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、浮桟橋上に固定設置される塔状の給電・給水設備である。 

塔上部に蛍光ランプ（１３Ｗ）を光源とする照明灯を有し、浮桟橋及びマリーナ

の照明の用に供されるとともに、給電用のメタルコンセント及び給水口を有し、マ

リーナに係留するボートに給電・給水を行う。 

 

○構造、仕様、意匠 

 筐体は樹脂製で、照明回路及び各メタルコンセント回路に配線用遮断器があり、

電源側には漏電遮断器を有している。 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ コンセント３０Ａ×２口又は４口 

 

○主な使用者、販売先 

使用者：マリーナ従業員、マリーナ保管のボート所有者（利用者） 

販売先：マリーナ事業者、マリーナ建設事業者、電気設備工事事業者 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、光源及び光源応用機械器具の「その他の放電灯

器具」として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、蛍光ランプによって浮桟橋及びマリーナの照明を行う機能を有するも

のであることから、「その他の放電灯器具」として取り扱うことが妥当と判断する。

 


